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自

至

令和

令和



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

株式会社　奥本研究所

貸 借 対 照 表 令和  4 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 29,425,469流 動 資 産 流 動 負 債 1,105,637

26,748,269現 金 及 び 預 金 買 掛 金 360,624

1,893,100売 掛 金 未 払 金 219,953

127,600前 払 費 用 預 り 金 51,560

167,500仮 払 金 未 払 法 人 税 等 40,000

500,000未 収 入 金 未 払 消 費 税 等 433,500

;11,000貸 倒 引 当 金

【 】【         】 2,216,700固 定 資 産 負 債 の 部 合 計 1,105,637

（ ）（            ） 1,886,700 純 資 産 の 部有 形 固 定 資 産

1,886,700工 具 器 具 備 品

【         】 【 】（ ）（                ） 330,000投資その他の資産 株 主 資 本 30,536,532

（       ） （ ）330,000敷 金 資 本 金 8,500,000

資 本 金 8,500,000

（           ） （ ）利 益 剰 余 金 22,036,532

繰 越 利 益 剰 余 金 22,036,532

純 資 産 の 部 合 計 30,536,532

31,642,169資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 31,642,169



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

株式会社　奥本研究所

損 益 計 算 書
自 令和  3 年  4 月  1 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

【         】純 売 上 高

売 上 高 22,484,200 22,484,200

【         】売 上 原 価

商 品 仕 入 高 5,108,765

（ ）合 計 5,108,765 5,108,765

（ ）売 上 総 利 益 17,375,435

【                    】販売費及び一般管理費

荷 造 運 賃 68,569

役 員 報 酬 5,200,000

法 定 福 利 費 631,015

厚 生 費 54,184

減 価 償 却 費 1,212,622

賃 借 料 300,000

修 繕 費 235,500

消 耗 品 費 2,075,759

水 道 光 熱 費 151,230

旅 費 交 通 費 67,063

手 数 料 150,000

租 税 公 課 38,350

交 際 接 待 費 17,705

保 険 料 18,120

通 信 費 136,822

諸 会 費 24,600

新 聞 図 書 費 22,123

地 代 家 賃 1,290,000

研 究 開 発 費 909,091

貸 倒 引 当 金 繰 入 11,000

外 注 費 58,909

雑 費 126,290 12,798,952

（ ）営 業 利 益 4,576,483

【           】営 業 外 収 益

受 取 利 息 244

雑 収 入 500,122 500,366

（ ）経 常 利 益 5,076,849

【         】特 別 利 益

貸倒引当金戻入額 14,100 14,100

（ ）税引前当期純利益 5,090,949

法人税、住民税及び事業税 1,070,637

（ ）当 期 純 利 益 4,020,312



株式会社　奥本研究所

自 令和  3 年  4 月  1 日　至 令和  4 年  3 月 31 日 単位 円

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金
純資産合計

合計
株主資本

合計
利益剰余金

繰越利益剰余金

資本金

26,516,22026,516,22018,016,22018,016,2208,500,000当期首残高
1 1

当期変動額
1 1

8,500,0008,500,0008,500,000新株の発行
1 1

;8,500,000;8,500,000;8,500,000減資
1 1

4,020,3124,020,3124,020,3124,020,312当期純損益金
1 1

4,020,3124,020,3124,020,3124,020,312当期変動額合計
1 1

30,536,53230,536,53222,036,53222,036,5328,500,000当期末残高
1 1



株式会社　奥本研究所

個 別 注 記 表

自 令和  3 年  4 月  1 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

Ⅰ. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産
　　　　定額法を採用しています。

２．引当金の計上基準
　　　貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については法人税
　　　　　　　　　　　法の規定による法定繰入率により計上しています。

３. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　　消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

Ⅲ. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,477,580円

Ⅳ. 株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 850株

Ⅴ. 一株当たり情報に関する注記
１．純資産額 35,925.33円
２．当期純利益額 4,729.77円


